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船舶事故調査報告書 

 

平成２６年１２月１１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年７月２９日 ０８時２８分ごろ 

発生場所 沖縄県糸満
いとまん

市喜屋武
き や ん

埼西方沖のルカン礁 

ルカン礁灯台から真方位１８１°１,２００ｍ付近 

（概位 北緯２６°０６.０′ 東経１２７°３２.０′） 

事故調査の経過  平成２６年８月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第三嶋
しま

活
かつ

丸、４.４７トン 

 ＯＮ３－２６０１１３（漁船登録番号）、株式会社嶋活 

 １１.００ｍ（Lr）×２.２０ｍ×０.７９ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２３５.３０kＷ、昭和５７年７月３０日 

 第２９６－２５２８５号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 平成７年４月１４日 

  免許証交付日 平成２５年２月５日 

         （平成３０年２月５日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故の経過 本船は、船長１人が乗り組み、喜屋武埼南方沖において、ほぼ一昼

夜連続の操業を終え、沖縄県那覇市那覇港に向け、６海里レンジとし

たレーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、ルカン礁南方沖を約９

ノットの速力で自動操舵により、北進した。 

船長は、ルカン礁の手前で変針するつもりで操舵室の椅子に腰を掛

けていたところ、居眠りに陥り、平成２６年７月２９日０８時２８分

ごろ、本船が、ルカン礁の南端付近に乗り揚げ、船底に破口を生じて

機関室に浸水した。 

船長は、衝撃で乗り揚げたことに気付いて船舶所有者に携帯電話で

連絡し、船舶所有者からの救助要請を受けて来援した海上保安庁のヘ

リコプターに吊
つ

り上げ救助された。 

本船は、後日、ルカン礁から自然離礁して行方不明となった。 
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 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約７m/s、視界 良好 

海象：波高 約５０cm 

 その他の事項 

 

船長は、出漁中、睡眠をとらなかったので、帰途に就く際、眠気を

感じていた。 

船長は、ルカン礁を視認していた。 

本船は、ふだん、船長ほか１人が乗り組んでおり、交代で休息をと

るようにしていたが、本事故時は、乗組員が入院していたので、船長

が一人で出漁した。 

船長は、救助される際、救命胴衣を着用した。 

本船は、２８日１０時００分ごろ那覇港を出港した。 

本船の喫水は、船首約０.５ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、ルカン礁南方沖を那覇港に向けて自動操舵で北進中、船長

が操舵室の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥ったことから、

変針予定場所を通過してルカン礁の南端付近に乗り揚げたものと考え

られる。 

船長は、ほぼ一昼夜連続の操業を行い、その間に睡眠をとっていな

かったので、操舵室の椅子に腰を掛けているうちに居眠りに陥ったも

のと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、ルカン礁南方沖を那覇港に向けて自動操舵で北

進中、船長が操舵室の椅子に腰を掛けていたところ、居眠りに陥った

ため、変針予定場所を通過してルカン礁の南端付近に乗り揚げたこと

により発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・操業中、適宜に休息をとること。 

・操業及び運航形態に応じて適切な乗組員を確保すること。 

 


